
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 の 組 織 に 関 す る 規 程 等 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

   国立大学法人京都大学の組織に関する規程 

（平成１６年達示第１号） 

 （前 略） 

 （研究科長） 
第１６条 研究科（総合生存学館及び前条第２項の組

織を含む。以下同じ。）に研究科長（総合生存学館

にあっては学館長、地球環境学堂にあっては学堂

長、地球環境学舎にあっては学舎長、公共政策連携

研究部及び経営管理研究部にあっては研究部長、公

共政策教育部及び経営管理教育部にあっては教育

部長をいう。以下同じ。）を置き、京都大学の教授

をもって充てる。 
２ 研究科長は、当該研究科の教授会の議を踏まえ

て、総長が任命する。 

３ 研究科長の選考手続は、当該研究科の定めるとこ

ろによる。 

４ 研究科長の任期は、当該研究科の組織に関する規

程の定めるところによる。 

５ 研究科長は、当該研究科の教授会の議を踏まえて

行われる教育研究評議会の審査の結果を踏まえる

のでなければ、その意に反して総長により解任され

ることはない。 

６ 前項の審査手続は、教育研究評議会の定めるとこ

ろによる。 
 
 
 （教授会） 
第１７条 研究科に、学校教育法第９３条第１項に定

める教授会を置く。 
 
 

 （審議事項） 

第１８条 教授会は、研究科に係る次の各号に掲げる

事項について審議し、総長が決定を行うに当たり意

見を述べるものとする。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 

(2) 学生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関

する事項及び学位の授与に関する事項 

(3) 研究科長の選考及び解任に関する事項 

(4) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就

業規則（平成１８年達示第２１号。以下「特定有

期雇用教職員就業規則」という。）第２条第１項

第１号から第４号までに掲げる者の採用、昇任

及び懲戒処分に関する事項その他特定有期雇用

教職員就業規則第７条第１項、第１１条第１項、

第１３条第１項及び第１６条により準用する国

立大学法人京都大学教員就業特例規則（平成１６

 
 
 
 （研究科長） 
第１６条 研究科（総合生存学館を除き、前条第２項

の組織を含む。以下この条及び第１８条において同

じ。）に研究科長（地球環境学堂にあっては学堂長、

地球環境学舎にあっては学舎長、公共政策連携研究

部及び経営管理研究部にあっては研究部長、公共政

策教育部及び経営管理教育部にあっては教育部長

をいう。以下同じ。）を置き、京都大学の教授をも

って充てる。 
２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

 

 

６ 

 

７ 総合生存学館にあっては学館長を置き、当該学館

長については別に定める。 
 （教授会） 
第１７条 研究科（総合生存学館及び第１５条第２項

の組織を含む。第２０条から第２４条までにおいて

同じ。）に、学校教育法第９３条第１項に定める教

授会を置く。 
 （審議事項） 
第１８条  
 
 
 (1)  

 (2)  

 

 (3)  

 (4)  
 
 
 
 
 
 
 

（同 左） 

（同 左） 



年達示第７１号。以下第３３条第１項第２号にお

いて「教員就業特例規則」という。）の規定により

その権限に属するものとされた事項 

(5) その他教授会の意見を聴いて総長が別に定め

る教育研究に関する重要事項 

２ 前項に掲げるもののほか、教授会は、総長又は当

該研究科長がつかさどる教育研究に関する事項に

ついて審議し、及び総長若しくは当該研究科長の求

めに応じ、又は教授会が必要と認めるときは、意見

を述べることができる。 

３ 教授会は、特定の事項を審議するため、研究科会

議を置くことができる。 

 

 （議長） 

第１９条 教授会に議長を置き、研究科長をもって充

てる。 

２ 議長は、教授会を主宰する。 

３ 前２条及び本条に定めるもののほか、教授会の組

織及び運営に関し必要な事項は当該教授会が定め

る。 

（後 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都大学大学院総合生存学館の組織に関する

規程 

（平成２５年達示第４号） 

 （前 略） 

 （学館長） 

第２条 総合生存学館に、学館長を置く。 

２ 学館長は、京都大学の専任の教授をもって充て

る。 

 

３ 学館長の任期は、２年とする。ただし、補欠の学

館長の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 学館長は、再任されることができる。ただし、引

き続き４年を超えることはできない。 

 

 

 

５ 学館長は、総合生存学館の校務をつかさどる。 

６ 学館長に事故があるときは、あらかじめ学館長が

指名する者がその職務を代理する。 

７ 学館長が欠けたときは、あらかじめ学館長が指名

 
 
 
 (5)  
 
２ 
 
 
 
 
３ 
 
４ 総合生存学館の教授会については、別に定める。 
 （議長） 

第１９条 教授会に議長を置き、研究科長（総合生存

学館にあっては学館長）をもって充てる。 

２  

３  

 
 
 
   附 則（令和４年達示第５５号）抄 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 （学館長） 

第２条     （同 左） 

２ 学館長は、京都大学の副学長又は専任の教授のう

ちから総長が教育研究評議会の議を踏まえて指名

する。 

３  

 

４  

 

５ 学館長は、教育研究評議会の議を踏まえるのでな

ければ、その意に反して総長により解任されること

はない。 

６  

７  

 

８  

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



する者がその職務を行う。 

（副学館長） 

第３条 総合生存学館に、副学館長を置く。 

２ 副学館長は、総合生存学館の専任の教授をもって

充て、教授会の議を経て、学館長が指名する。 

３ 副学館長の任期は、１年とし、再任を妨げない。

ただし、指名する学館長の任期の終期を超えること

はできない。 

４ 前項の規定にかかわらず、補欠の副学館長の任期

は、前任者の残任期間とする。 

５ 副学館長は、学館長の職務を助ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教授会） 

第４条 総合生存学館に、国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第１８条

第１項及び第２項に定める事項を審議するため、教

授会を置く。 

２ 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授

会が定める。 

（総合生存学館会議） 

第５条 教授会に、特定事項について審議するため、

総合生存学館会議を置く。 

２ 総合生存学館会議の組織及び運営に関し必要な

事項は、教授会が定める。 

（専攻及び講座） 

第６条 総合生存学館の専攻及び講座は、次に掲げる

とおりとする。 

 
（副学館長） 

第３条     （同 左） 

２ 副学館長は、京都大学の専任の教授をもって充

て、次条の協議会の議を経て、学館長が指名する。 

３       

 

 

４  

 

５  
（協議会） 

第４条 総合生存学館に、人事、予算、決算その他重

要事項を審議するため、協議会を置く。 
第５条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織す

る。 
(1) 学館長 

(2) 副学館長 

(3) 研究科長、地球環境学堂長、公共政策連携研究

部長及び経営管理研究部長 

(4) 学館長が指名する研究所長又はセンター長 １名 

(5) 大学院教育支援機構長 

(6) その他学館長が指名する者 若干名 
第６条 協議会に議長を置き、学館長をもって充て

る。 
２ 議長は、協議会を招集する。 
３ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名

する委員が、その職務を代行する。 
第７条 協議会は、委員の半数以上が出席しなけれ

ば、開会することができない。 
２ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長が決する。 
第８条 前４条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
（教授会） 

第９条 総合生存学館に、国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第１８条

第１項各号（第３号及び第４号を除く。）及び第２項

に定める事項を審議するため、教授会を置く。 

２       （同 左） 

 

 

 

 

 

 

（専攻及び講座） 

第１０条    （同 左） 

 

（同 左） 



総合生存学専攻 総合生存学講座 

（専攻長） 

第７条 前条の専攻に専攻長を置き、総合生存学館の

専任の教授をもって充てる。 

２ 専攻長の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

３ 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。 

（事務組織） 

第８条 総合生存学館の事務組織については、京都大

学事務組織規程（平成１６年達示第６０号）の定め

るところによる。 

（内部組織） 

第９条 この規程に定めるもののほか、総合生存学館

の内部組織については、学館長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都大学大学院総合生存学館規程 

（平成２５年達示第２９号） 

 （前 略） 

第２ 入学 

第２条 入学手続及び入学者選抜方法は、総合生存学

館会議（以下「学館会議」という。）で定める。 

２ 京都大学通則（以下「通則」という。）第３６条の２

第１項ただし書の規定による入学に関する事項は、

学館会議で定める。 

第３条 入学候補者の決定は、学館会議で行う。 

第２の２ 長期履修 

第３条の２ 通則第３６条第８項の規定により標準

修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教

育課程を履修することを希望する者には、学館会議

の議を経て、許可することがある。 

第３ 授業、研究指導及び学修方法 

第４条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導

 

（専攻長） 

第１１条    

 

２  

３  

（事務組織） 

第１２条    （同 左） 

 

 

（内部組織） 

第１３条    （同 左） 
 
   附 則（令和４年達示第５５号） 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、令和５年４月１日から施行す

る。 

（京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規

程の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 この規程の改正の日から令和５年３月３１

日までの間については、改正前の京都大学大学院総

合生存学館の組織に関する規程第４条の規定によ

る教授会の審議の対象を令和５年３月３１日まで

の間に生じる事項に限る。 

第３条 第２条の規定による改正後の京都大学大学

院総合生存学館の組織に関する規程を施行するま

での間に必要な準備行為は、総長が別に定めるとこ

ろによりこの規程の施行の日前においても行うこ

とができる。 

 
 
 
 
 
 

第２ 入学 

第２条 入学手続及び入学者選抜方法は、総合生存学

館教授会（以下「教授会」という。）で定める。 

２ 京都大学通則（以下「通則」という。）第３６条の２

第１項ただし書の規定による入学に関する事項は、

教授会で定める。 

第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 

第２の２ 長期履修 

第３条の２ 通則第３６条第８項の規定により標準

修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教

育課程を履修することを希望する者には、教授会の

議を経て、許可することがある。 

第３ 授業、研究指導及び学修方法 

第４条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導

（同 左） 



に関する事項は、学館会議で定める。 

 （中 略） 

第７条 通則第４５条第１項、第２項又は第４項の規

定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外

国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しよう

とする者には、学館会議の議を経て、許可すること

がある。 

２ 通則第４５条第３項の規定により外国の大学の

大学院が行う通信教育における授業科目を我が国

において履修しようとする者には、学館会議の議を

経て、許可することがある。 

３ 通則第４６条第１項の規定により他の大学の大

学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又

は休学することなく外国の大学の大学院若しくは

研究所等に留学し、研究指導を受けることを志望す

る者には、学館会議の議を経て、許可することがあ

る。 

４ （略） 

第８条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及

び在学年数の一部又は全部は、学館会議の議を経

て、課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又

は在学年数として認定することができる。 

(1) 前２条の規定により履修した科目、単位数及び

受けた研究指導 

(2) 通則第４６条の２第１項の規定により本学館

に入学する前に大学院において履修した科目に

ついて修得した単位数（大学院設置基準（昭和４

９年文部省令第２８号）第１５条において準用す

る大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）

第３１条に定める科目等履修生として修得した

単位数を含む。） 

第４ 試験 

第９条 科目の試験の期日及び方法は、学館会議で定

める。 

第５ 学位論文の審査及び課程修了の認定等 

第１０条 博士論文の審査及び試験は、京都大学学位

規程の定めるところにより、学館会議で行う。 

第１１条 課程の修了の認定は、学館会議で行う。 

２ 通則第５５条第２項の規定により修士の学位を

授与する場合の修士課程の修了に相当する要件を

満たすことの認定は、学館会議で行う。 

第６ 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講

生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流

学生 

第１２条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講

生として入学を志望する者には、選考のうえ、学館

会議の議を経て、許可することがある。 

第１３条 通則第６３条第１項、第２項又は第３項の

規定により特別聴講学生、特別研究学生又は特別交

に関する事項は、教授会で定める。 

 

第７条 通則第４５条第１項、第２項又は第４項の規

定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外

国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しよう

とする者には、教授会の議を経て、許可することが

ある。 

２ 通則第４５条第３項の規定により外国の大学の

大学院が行う通信教育における授業科目を我が国

において履修しようとする者には、教授会の議を経

て、許可することがある。 

３ 通則第４６条第１項の規定により他の大学の大

学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又

は休学することなく外国の大学の大学院若しくは

研究所等に留学し、研究指導を受けることを志望す

る者には、教授会の議を経て、許可することがある。 

 

４       （同 左） 

第８条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及

び在学年数の一部又は全部は、教授会の議を経て、

課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在

学年数として認定することができる。 

(1)       

 

(2)       

 

 

 

 

 

 

第４ 試験 

第９条 科目の試験の期日及び方法は、教授会で定め

る。 

第５ 学位論文の審査及び課程修了の認定等 

第１０条 博士論文の審査及び試験は、京都大学学位

規程の定めるところにより、教授会で行う。 

第１１条 課程の修了の認定は、教授会で行う。 

２ 通則第５５条第２項の規定により修士の学位を

授与する場合の修士課程の修了に相当する要件を

満たすことの認定は、教授会で行う。 

第６ 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講

生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流

学生 

第１２条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講

生として入学を志望する者には、選考のうえ、教授

会の議を経て、許可することがある。 

第１３条 通則第６３条第１項、第２項又は第３項の

規定により特別聴講学生、特別研究学生又は特別交

（同 左） 



流学生として入学を志望する者には、学館会議の議

を経て、許可することがある。 

 

流学生として入学を志望する者には、教授会の議を

経て、許可することがある。 

   附 則（令和４年達示第５５号）抄 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 


